
●こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けたスケジュール

国が示すスケジュールに合わせて、条例制定時期を修正
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利用給付認定

・利用者の認定申請を受付、認定
事務

・利用料金減免者の認定
（生保、非課税、低所得、要支援）

・サービス利用方法の案内

※ このスケジュールは令和7年8月時点のものであり、今後変更となることがあります。

資料６

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
業務 目的、実施方法など

市 関連条例の整備

・設備運営基準条例の制定
（Ｒ７～実施自治体はＲ７年３月に
条例制定済み）

・確認基準条例の制定

・関連規則、要綱等の整備

就
学
前
教
育
保
育
施
設

認可・確認手続き

・設備運営基準条例に基づく認可
（認可保育所・こども園・幼稚園・小規
模保育事業所、企業主導型保育事業所、
認可外保育施設）

・確認基準条例に基づく確認

認
可

こども・
若者未来
会議への
意見聴取

給付認定手続きの案内及び受付

９月議会
設備運営基準
条例の制定

３月議会
確認基準
条例の制定

こども・若者未来会議での審議（適宜開催）

確
認
申
請
準
備

確認基準条例（案）の作成

認可申請 審
査

アンケートや個別相談会
を随時実施

１２月議会
設備運営基準条例の制定
確認基準条例の制定

こども・若者未来会議での審議（適宜開催）

１月～
   認可手続・確認手続  スタート

公立施設の認可
手続きは不要

認可・確認

こども・若者未来会議への意見聴取

サービス利用方法の説明

給付認定

アンケートや個別相談会を随時実施

審査

公立施設の
認可手続きは不要

国通知
（内閣府令で定める基準）

国通知に従い条例を制定


